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一
に
つ
い
て

本
年
七
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
に
消
費
者
庁
が
行
っ
た
徳
島
県
に
お
け
る
試
行
（
以
下
「
消
費
者
庁
徳
島

試
行
」
と
い
う
。
）
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
現
在
集
計
中
で
あ
る
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

「
政
府
関
係
機
関
移
転
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部
決
定
）
に
お
い

て
、
「
消
費
者
庁
に
つ
い
て
は
、
施
策
・
事
業
の
執
行
に
関
す
る
業
務
（
執
行
業
務
と
密
接
不
可
分
に
行
う
こ
と
が
効
率
的

な
一
部
の
政
策
の
企
画
立
案
業
務
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
等
に
よ
る
試
行
（
地
方

移
転
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
面
に
つ
い
て
、
東
京
に
あ
る
場
合
と
の
比
較
検
証
を
行
う
。
）
等
を
行
い
、
移
転
に
向
け

て
八
月
末
ま
で
に
結
論
を
得
る
こ
と
を
目
指
す
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
消
費
者
庁
徳
島
試
行
は
、
こ
の
基
本
方
針
に
沿
っ
て
、

御
指
摘
の
危
機
管
理
等
以
外
の
事
項
も
含
め
、
機
能
の
維
持
・
向
上
等
に
つ
い
て
、
実
際
に
徳
島
県
で
業
務
を
行
う
こ
と
を

一



通
じ
て
課
題
の
検
証
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
河
野
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
消
費
者
及
び
食
品
安
全
）
（
当
時
）
の
発
言
は
、
消
費
者
庁
、
消
費
者
委
員
会

及
び
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
消
費
者
庁
等
」
と
い
う
。
）
の
徳
島
県
へ
の
移
転
の
提
案
に
係
る
検
討

に
つ
い
て
、
河
野
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
消
費
者
及
び
食
品
安
全
）
（
当
時
）
の
考
え
る
目
指
す
べ
き
方
向
性
を
述
べ
た

も
の
で
あ
り
、
消
費
者
庁
等
以
外
も
含
め
た
中
央
省
庁
の
地
方
移
転
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
「
政
府
関
係
機
関
移
転
基
本
方

針
」
に
基
づ
き
検
討
中
で
あ
り
、
こ
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
政
府
全
体
と
し
て
現
時
点
に
お
い
て
結
論
を
得
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二


